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議案第１０５号及び第１０６号関連資料 

特別職及び一般職の職員に係る給与関係条例の改正案の概要 

 

 

１ 改正理由 

  本年の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の取扱いに準じて、特別職の期末手当

並びに一般職の期末勤勉手当、給料月額及び地域手当の支給率を改定するほか、所要の整

備を図ることにつき、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 改正内容 

⑴ 期末勤勉手当の支給月数の改定 

① 特別職及び一般職の年間支給月数を０.１月引き上げます。 

                                       (月数) 

 ２０２４年度 ２０２５年度以降 

現行 改正後 増減 現行 改正後 増減 

特

別

職 

６月 ２.２２５ ２.２２５   ０ ２.２２５ ２.２７５ ＋０.０５０ 

１２月 ２.２２５ ２.３２５ ＋０.１００ ２.２２５ ２.２７５ ＋０.０５０ 

計 ４.４５０ ４.５５０ ＋０.１００ ４.４５０ ４.５５０ ＋０.１００ 

一

般

職 

６月 ２.２５０ ２.２５０   ０ ２.２５０ ２.３００ ＋０.０５０ 

１２月 ２.２５０ ２.３５０ ＋０.１００ ２.２５０ ２.３００ ＋０.０５０ 

計 ４.５００ ４.６００ ＋０.１００ ４.５００ ４.６００ ＋０.１００ 

   

  ② 市議会議員の期末手当については、「明石市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例」の規定に基づき、特別職の改定にあわせた取扱いとなります。 

 

③ 再任用職員についても、人事院勧告を踏まえ、年間支給月数を０.０５月引き上げます。 

 

⑵ 一般職の給料月額の引上げ 

行政職給料表については、大卒初任給を２３，２００円引き上げるとともに、若年層に重

点を置いて、給料月額の引上げ（平均３.０％引上げ）を行います。 

   その他の給料表についても同様の引上げを行います。 

  

 ⑶ 再任用職員２級の給料月額の引上げ 

   給料月額について、フルタイム勤務の場合、１月あたり５，０００円引き上げます。 

 

 ⑷ 地域手当の段階的な引上げ 

   支給率を、現行の６％から①２０２５年度に７％、②２０２６年度に８％へ引き上げます。 

    

⑸ 任期付短時間勤務職員及び会計年度任用職員の給与改定 

 一般職の給与改定に準じて、給料月額及び期末勤勉手当の支給月数の引上げを行います。 
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 ⑹ 扶養手当の段階的な見直し 

   段階的に配偶者分を廃止し、こども分を増額します。 

 

扶養親族 現 行 ①２０２５年度 ②２０２６年度 

配偶者 
７級以下 ６，５００円 ３，０００円 

廃止 
８級 ３，５００円 廃止 

子（1 人あたり） １０，０００円 １１，５００円 １３，０００円 

 

 ⑺ 職務や職責をより重視した給料体系の整備 

   若手・中堅職員の早期昇格時や民間人材等採用時の給与を改善するとともに、管理職につ

いて、より職責を重視した給料体系に見直します。 

 

  ① 行政職給料表３級以上について、初号給近辺の号給をカットして、初号給の額を引き上

げます。（例：３級１号給の場合 ２４７，６００円⇒２５１，６００円に引上げ） 

   

  ② さらに８級（局部長級）については、下位の級（室次長級）の給料月額との重なりを解

消するとともに、現行の６５段階から構成される給料表を９段階に改め、簡素な給料表に

見直します。 

    

 ⑻ その他上記改定に伴う規定整備等 

 

⑼ 改定所要額（全会計ベース） 

２０２４年度：約９億９,０００万円、２０２５年度：約１２億３，７００万円 

 

３ 改正する条例 

⑴ 明石市職員の給与に関する条例（議案第１０５号） 

⑵ 明石市一般職の任期付職員の採用並びに勤務時間及び給与等に関する条例（議案第１０５号） 

⑶ 明石市会計年度任用職員の給与等に関する条例（議案第１０５号） 

⑷ 明石市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例（議案第１０５号） 

⑸ 明石市立学校職員の給与等に関する条例（議案第１０５号） 

⑹ 明石市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（議案第１０５号） 

⑺ 明石市特別職の職員の給与に関する条例（議案第１０６号） 

⑻ 明石市公営企業管理者の設置及び給与等に関する条例（議案第１０６号） 

   

４ 施行期日 

公布の日。ただし２⑺に係る改正規定は２０２５年４月１日から施行します。 

また、２⑵・⑸の給料表に係る改正規定は２０２４年４月１日、２⑶に係る改正規定は   

２０２５年１月１日、２⑴・⑸の本年１２月期の期末勤勉手当に係る改正規定は２０２４年 

１２月１日から適用します。 


